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料金制度専門会合において
御議論いただいた論点

【２】収入上限の算定方法

【４】実績収入と収入上限の乖離

【５】利益（損失）の扱い

【６】料金算定に係るルール

【３】事業計画

【７】その他

【１】目標とインセンティブの設定 前回ご報告

前回ご報告

前回ご報告

前回ご報告

前回ご報告

前回ご報告

今回ご報告
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料金算定に係るルール
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料金算定に係るルールについて

 託送料金については、今後、レベニューキャップ制度における収入上限の査定を経て、算定されることとなる。

 この託送料金の算定については、部門整理や一般管理費等の配分、機能別配分及び電圧別配分のあり方
等、複数の中長期的な検討課題があり、今後慎重に議論を進めていく必要がある。

 また、現在制度設計を進めている発電側課金に加えて、資源エネルギー庁の審議会では、潮流の改善に資す
る需要側託送料金制度の方向性についても、検討を行うべきではないかと議論されている。

収
入
上
限

発電
事業者
負担

小売
事業者
負担 可変費

需要家費

総離島供給費
総アンシラリーサービス費

総送電費
受電用変電サービス費

給電費

配電用変電サービス費
高圧配電費

低圧配電費

発電・小売間
の配賦方法

託送料金の具体的な算定方法

送電

変電

配電

販売

一般管理

保留原価

水力

火力 2：1：1
比率

2：1
比率

その他

低圧向けの
託送料金

特別高圧向けの
託送料金

高圧向けの
託送料金

部門整理 一般管理費等の配分 機能別配分 電圧別配分

全て低圧

…
…

送電

変電

配電

販売

水力

火力

固定費

料金算定の具体的なプロセス（イメージ）
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論点１．料金算定に係るルールにおける中長期的な論点

 2023年度以降は、レベニューキャップ制度の下で託送料金の算定（費用の配賦・レートメーク）を行うこととな
るが、具体的な算定方法の検討にあたっては、以下のとおり複数の論点がある。

 このため、まずは、第１規制期間に向けて収入上限の設定及び発電側課金の導入に係る制度整備を行うこと
とし、需要側の託送料金の算定については現行ルールを適用することとしてはどうか。また、今後第２規制期間
に向けては、託送料金の算定における必要な見直しの議論を慎重に進めていくこととしてはどうか。

託送料金の
設定に係る
論点事項

 電圧別配分ルールのあり方

 機能別配分のあり方

 潮流の改善に資する託送
料金制度等の検討

 部門整理と一般管理費等
の配分のあり方

系統に与える影響を踏まえた、託送料金の
適切な負担の設定
※2023年度より発電側課金の導入を予定

 改正電気事業法上、収入上限の範囲内であ
れば託送料金の設定が可能であり、レベニュー
キャップ制度趣旨に鑑みると、託送料金算定に
ついても各一般送配電事業者において、一定
の自由度をもって設定することも一案として考え
られる。

 一方で、託送料金算定ルールの検討にあたっ
ては、左記の論点事項が考えられるところ、各
項目の議論の方向性が託送料金の算定結果
に与える影響が大きく、また相互に影響し合う
関係にもあることから、短期的に結論を急ぐので
はなく、慎重に検討を進めることが必要と考えら
れる。

 発電側課金の導入に向けた検討（発電事業
者と小売事業者の負担比率の設定）
※現行の需要地近接性評価割引制度は廃止予定

需要側託送
料金の適切
な設定
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(参考)発電側課金の検討について 2021年1月19日 資源エネルギー庁
第29回電力・ガス基本政策小委員会 資料5
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(参考)潮流の改善に資する託送料金制度等の検討 2021年1月19日 資源エネルギー庁
第29回電力・ガス基本政策小委員会 資料5
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これまでの検討経緯

 レベニューキャップ制度については、2023年度の導入に向けて、以下のプロセスで制度
設計を行い、各論点の方向性について、おおむねご賛同をいただいたところ。

料金制度専門会合 料金制度ワーキンググループ 料金制度専門会合 2021年度内

 各論点における専門性
の高い詳細な論点を
議論・検討

 省令改正等

 料金制度WGの
内容を報告・議論

 追加論点を
議論・検討

目標とインセンティブの設定

事業計画

収入上限の算定方法

実績収入と収入上限の乖離

利益（損失）の取扱い

料金算定に係るルール

その他の論点

１

2

3

4

5

6
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今後のスケジュール

 次回料金制度専門会合にて、レベニューキャップ制度の取りまとめを行った上で、今後は
以下のスケジュールで、制度開始に向けた準備を進めていく。

2021年度 2022年度 2023年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月 上期 下期 4月

制度
設計
・

省令
改正

申請
・

審査

料金制度専門会合
取りまとめ

エネ庁
取りまとめ

一般送配電事業者
による申請

レベニューキャップ
制度の開始

エネ庁への報告

省令改正等

審査

12

収入上限の承認
託送料金の認可

※申請、審査の具体的なスケジュールは今後検討。


